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【要旨】 

 近年、地域貿易協定（RTAs）を締結する際にアンチ・ダンピング（AD）に関するルールを
定めることで、域内において AD 調査や措置の発動を制限する取り組みが活発に⾏われている。
本研究では、WTO に通報された 305 件の発効済み RTAs に盛り込まれている AD 条項を検討・
分析し、RTAs の AD 規定を 4 つの類型−① No rules、② WTO-compliance、③ WTO-plus、④ 
Prohibition−に分類した。そして、RTAs における AD 措置の制限度を定量化するため、新たに
「AD 制限指数」（Antidumping Restrictiveness Index）を開発・提案した上で、主要国・地域の
RTAs において AD 措置を制限する度合いを⽐較分析した。その結果、未だに多くの RTAs が原
則的に AD 措置の⾃由な発動を認めている⼀⽅で、2000 年代以降、RTAs で AD 措置の発動を
制限する度合いが徐々に⾼くなっていることが分かった。他⽅、RTAs における AD 政策は、国
や地域によって⼤きな差が⾒られており、同⼀国が締結した RTAs でも締結相⼿国・地域によっ
て多様な取り決めが⾏われていた。そして、AD 措置の発動及び被発動状況のみならず、RTAs
で AD 措置を制限する要因については、より多⾓的な検討が必要であることが明らかになった。 
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Ⅰ．はじめに 

世界貿易機関（World Trade Organization: WTO）の発⾜後、地域貿易協定（regional trade 
agreements: RTAs）1の締結が増加すると同時に、RTAs の中に WTO 規律を強化するいわゆる
「WTO プラス」（WTO-plus）規定を取り⼊れる動きが活発化するようになった（Horn et al., 
2010）。特に多くの国・地域が、RTAs を締結する際にアンチ・ダンピング（anti-dumping: AD）
に関するルールを定めることにより、域内において AD 調査や措置の発動を抑制し、相⼿国の貿
易救済措置から⾃国産業を保護する取り組みを積極的に⾏っている（Prusa & Teh, 2011;  
Kanteng & Parwitz, 2013）。実際に、RTAs に AD 条項を取り⼊れるとこで、域内国・地域に対
する AD 措置が減少するとの研究結果も⽰されている（Prusa & Teh, 2010; Ahn & Shin, 2011）。 

このような動向の背景をみると、関税及び貿易に関する⼀般協定（General Agreement on 
Tariffs and Trade: GATT）及び WTO 体制の下で関税及び数量制限は⼤幅に削減・撤廃された
ものの、AD 措置の恣意的濫⽤が国際貿易紛争の⼤きな⽕種となっている現状がある（Song & 
Lee, 2013）。WTO（2020a）によると、1995 年から 2019 年まで、WTO 加盟国によって⾏われ
た AD 調査は 5,944 件に上り、その中で 3,958 件の AD 措置が発動された。従来は⽶国、欧州連
合（EU）、カナダ、豪州のような先進国による発動が多かったが、最近はインドや中国などの途
上国による発動が急増している（Blonigen & Prusa, 2016）。逆に、中国をはじめ、韓国、台湾、
⽇本などの東北アジアの国・地域は AD 措置の主なターゲットとされている。 

国際貿易において AD 問題が⼤きく注⽬されるようになり、AD に関する多様な研究が⾏わ
れてきた2。例えば、AD 提訴の決定要因−産業要因やマクロ経済要因など−を明らかにしたり、
AD 措置の経済厚⽣効果を分析したり、各国の AD 法令や規定の特徴及び GATT 及び WTO・
AD 協定との整合性を考察するなどの研究が数多く⾒られる。しかしその⼀⽅で、RTAs の拡散
が AD 措置の活⽤に⼤きな影響を及ぼす可能性が指摘されているにもかかわらず、RTAs と AD
との関係に注⽬した研究は⼗分とは⾔い難い（Blonigen & Prusa, 2016）。Teh et al.（2009）に
よって RTAs における貿易救済措置の現状や特徴が検討された後、⼀部の研究者が RTAs の AD
規定を分析し、どのような条項が盛り込まれているか確認し、RTAs の AD 規定を分類している
程度にとどまっている（Voon, 2010; Prusa & Teh, 2011; Rey, 2012; Prusa, 2016）。 

以上の議論を踏まえて、本稿は、WTO に通報された発効済み RTAs に盛り込まれている AD
規定を検討し、新たに開発した「アンチ・ダンピング制限指数」（Antidumping Restrictiveness 

 
1  本稿における RTAs とは、⾃由貿易協定、関税同盟、経済統合協定、そして授権条項に基づいて途

上国間で締結される部分⾃由化協定などを総称する概念である。 
2  AD に関する先⾏研究のレビューは、Blonigen & Prusa（2001, 2016）と WTO（2009）などを参照

されたい。 
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Index：以降「AD 制限指数」と表記）を⽤いて、RTAs における AD 措置の制限度を定量化す
る。RTAs で AD 措置の発動を制限する度合いを数値化する試みは、各国の知的財産権保護の度
合いを測定するために開発された Ginarte & Park（1997）の Intellectual Property Rights Index
から⼤きなヒント得ている。本稿では、RTAs において AD 措置の発動を制限する度合いを⼀つ
の指標で測定・可視化することにより、世界各国の AD 措置に対する政策⽅針をより明確に⽰す
ことができると考えられる。 
 

Ⅱ．先⾏研究 

GATT 第 24 条 8 項によると、WTO 加盟国が RTAs を締結する際には「関税その他の制限的
通商規則」を実質上のすべての貿易について廃⽌することが求められる。Marceau（1994）は
AD 措置も RTAs で廃⽌すべき貿易制限措置に該当すると述べている。実際に、経済統合の度合
いが深い欧州連合（EU）は、域内で AD 措置の発動が禁⽌されていることが分かる。しかしな
がら、EU などのような⼀部の RTAs を除き、多くの場合は域内外国に対する AD 措置の発動が
正式に認められている（Rey, 2012; Prusa, 2017）。 

周知のように AD 措置は本来の趣旨と違って保護貿易⼿段に変貌しており、その恣意的な運⽤
や濫⽤に⻭⽌めがかかる様⼦は⾒られない。実際に 2010 年代に⼊り、WTO 加盟国による AD
措置の発動は再び増加傾向にある。そこで世界各国は、RTAs を締結する際に AD 措置の発動に
必要な実体的かつ⼿続的要件に係るルールを取り⼊れて、AD 調査の透明化や発動基準の厳格化
を模索している（Teh et al., 2009; Voon, 2010; Rey, 2012）。従来の RTAs は主に関税や数量制限
などの貿易障壁を取り除くことを⽬的としたのに対し、最近は WTO で規律されていない新しい
分野（WTO-extra）が盛り込まれたり、WTO が規定する以上の内容に合意（WTO-plus）した
りする取り組みが活発になっている（Horn et al., 2010）。AD 措置を含む貿易救済措置は、多く
の RTAs において WTO プラスの合意が実現されている。 

ところが、RTAs に WTO プラス条項の導⼊が増えることにより、域内国・地域に対する AD
措置が厳しく制限される⼀⽅、域外国・地域に対する AD 調査や発動は増加するとの懸念が浮上
した（Teh et al., 2009）。実際に Ahn & Shin（2011）によると、RTAs 締結後、加盟国に対する
AD 調査が以前に⽐べて減少したのである。特に Prusa & Teh（2010）の研究では、RTAs に AD
条項が導⼊されることにより、域内国・地域に対する AD 措置は 33~35%減少する⼀⽅、域外
国・地域に対する AD 措置は 10~30%増加することが明らかになった。しかし、ラテンアメリカ
諸国を対象に⾏われた実証分析では、AD 条項を含む RTAs が締結されることで、域内外共に
AD 措置が減少される効果が確認された（Sandler, 2011）。このように RTAs 域内外国に対する
AD 措置の差別的かつ選別的適⽤については、まだ⼀貫した分析結果が得られていない。 
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⼀⽅、2010 年代以降、RTAs に多様な AD 規定が盛り込まれるようになり、その条⽂の内容
を調査・分析し、RTAs の特徴や形態を把握・分類する取り組みが⾏われた。例えば、Teh et al.
（2009）、Voon（2010）、Prusa & Teh（2011）、Rey（2012）、Prusa（2017）は、WTO に通報
された RTAs の AD 規定を検討し、その合意内容に基づいて RTAs の形態を分類している。しか
し、RTAs の AD 規定は、域内貿易規模、統合の度合い、加盟国の経済発展⽔準などによって
様々なヴァリエーションが存在しているので、その類型を明確に定義する作業は決して容易で
はない（Prusa, 2011）。上記の先⾏研究によると、RTAs の AD 規定は、概ね次の 4 つの類型に
分類できる。 

第 1 に、AD 措置に関する規定が盛り込まれていない類型（No rules）である。例えば、2000
年代に⽇本が締結した RTAs を⾒ると、RTAs で撤廃される関税の定義から AD 措置が除外され
て、GATT 第 6 条及び WTO・AD 協定に適合的な AD 措置の適⽤を妨げない旨が規定されてい
る（川島、2006）。要するに、AD 規定が不在しても、域内国・地域に対する AD 措置の発動が
禁⽌されているわけではなく、GATT 及び WTO 協定に基づく AD 措置の発動が原則的に認め
られている（Prusa, 2011; Rey, 2012）。このような類型は、主に WTO ⾮加盟国・地域間の RTAs
でよく⾒られる（Voon, 2010）。 

第 2 に、AD 措置に関する条項が別途含まれているものの、単に AD 措置に関して GATT 第 6
条及び WTO・AD 協定に基づく権利義務を維持（maintain）・保持（retain）・再確認（reaffirm）
する類型（WTO-compliance）である。つまり、GATT 及び WTO 協定のルールを完全に遵守す
べきとして、単にその条項を復唱したに過ぎないのである。例えば、2020 年 1 ⽉に発効された
⾹港・豪州 FTA 第 2.10 条には、次のように規定されている。 

“Each Party maintains its rights and obligations under Article VI of GATT 1994 and the 
AD Agreement.” 

当然、このような類型の RTAs では、GATT 第 6 条及び WTO・AD 協定に基づく AD 措置の⾃
由な発動が認められる。 

 第 3 に、基本的に GATT 第 6 条及び WTO・AD 協定に基づく権利義務を保持しながら、域内
国・地域に対する AD 調査及び措置に関して様々な条項を取り⼊れる類型（WTO-plus）である。
例えば、多くの RTAs では、AD 調査を開始する前に、相⼿国政府に⽂書で通報することを義務
付けたり、調査当局や利害関係者との協議を求めたりする。AD 調査に関しては、不要な調査遅
延を禁⽌したり、調査期間を具体的に定めたり、公聴会の開催を義務付ける条項も⾒られる。
AD 措置の発動に関しては、多くの RTAs がレッサー・ヂューティー・ルール（lesser duty rule）
を導⼊している。また、台湾・ニカラグア FTA のように課税期間を 4 年に短縮しているケース
も⾒られる。RTAs の WTO プラス条項を⾒ると、国・地域による政策⽅針の違いが現れている。
例えば、韓国はゼロイング（zeroing）を禁⽌する条項を積極的に取り⼊れている（宋、2012）。
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EU の RTAs には、公共利益（public interest）の考慮、公正なかつ透明性のある態様による調査
遂⾏、建設的な救済措置（constructive remedies）の検討などを求める条項がよく含まれている。 

 最後に、域内で AD 措置の発動を完全に禁⽌する類型（Prohibition）である。典型的な事例と
して、EU をはじめ、欧州⾃由貿易連合（EFTA）、欧州経済領域（EEA）、豪州・ニュージーラ
ンド経済関係緊密化協定（ANZCERTA）、ユーラシア経済連合（EAEU）などが挙げられる。特
に EFTA は RTAs で AD 措置の禁⽌する条項を積極的に取り⼊れている（Kasteng & Prawitz, 
2013）。例えば、EFTA・⾹港 FTA の第 2.12 条には、次のように規定されている。 

“A Party shall not apply anti-dumping measures as provided for under Article VI of the 
GATT 1994 and the WTO Agreement on Implementation of Article VI of the GATT 
1994 in relation to products originating in another Party.” 

このように加盟国間で AD 発動を明⽰的に禁⽌する RTAs がある⼀⽅で、EU がアンドラ、サン
マリノと締結した関税同盟のように明⽰的な条項は含まれておらず、完全な関税同盟が実現さ
れたので AD 措置が禁⽌されていると判断される場合もある（Rey, 2012）。そして最近の RTAs
は競争条項が盛り込まれるケースが増えており、ANZCERTA、EFTA・チリ FTA、EFTA・シ
ンガポール FTA は、競争条項の適⽤可能性を根拠に AD 措置が禁⽌されている（Kasteng & 
Prawitz, 2013）。 

 以上のように、RTAs の AD 規定には 4 つの類型は確認されており、また RTAs ごとに多様な
条項が盛り込まれていることが分かる。そして国・地域によって RTAs の AD 規定に関する政
策⽅針が異なる⼀⽅で、同じ国・地域が締結した RTAs でも AD 規定は多岐にわたるケースが
多い（Prusa, 2011）。実際、⽶国や⽇本は RTAs で AD 措置の発動をなるべく制限しない政策⽅
針が強く打ち出されている⼀⽅で、シンガポールや韓国は WTO プラス条項を積極的に取り⼊
れている。また、EU や EFTA のように、RTAs の AD 規定に関して政策的⼀貫性が明確に⾒え
ないケースも少なくない。 
 

Ⅲ．分析⽅法 
 
1．分析フレームワーク 

 周知のように、本研究の⽬的は、RTAs 域内国・地域に対する AD 調査及び措置を制限する度
合いを可視化するため、RTAs における AD 措置の制限度を測る新たな指数を開発・提案するこ
とである。そこで本研究では、世界の発効済み RTAs に盛り込まれている AD 条項を検討した上
で、AD 制限指数を算出するために必要な分析フレームワークを構築した。本研究の分析フレー
ムワークは、次のように 5 つのカテゴリー−（1）調査、（2）要件、（3）措置、（4）制限、（5）
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透明性−で構成されており、それぞれのカテゴリーは 5 つの下位項⽬で評価される〈表 1〉。AD
制限指数の算出は、各々の評価項⽬に関連する条項が RTAs に盛り込まれているか否かを検討す
ることから始まる。 

（1）調査 

 最初の「調査」（Investigation）は、AD 措置の⼿続的要件に関連する条項の有無を確認するカ
テゴリーであり、5 つの下位項⽬−①調査開始、②事前通報、③調査期間、④調査⽅法、⑤意⾒
聴取−で構成される。まず①調査開始は、RTAs において調査申請の資格を定めたり3、調査開
始の不必要な遅延を禁⽌したり4、調査申請の窓⼝を定める場合が挙げられる。②事前通報
（notification）は、調査開始の前に、相⼿国に通報することを義務付けることであり、その期
限や⽅法なども同時に定められている事例が多い。③調査期間は、AD 調査に要する期間を具体
的に提⽰することであり、主に南⽶諸国の RTAs でよく⾒られる。④調査⽅法は、政府当局によ
るダンピング及び損害調査に係る規定を定めるなど、事実確認や現地調査に関する具体的なル
ールを⽰す。⑤意⾒聴取は、調査期間中に公聴会を開催したり、利害関係者に⾃分の意⾒を述
べる機会を与えたりすることを義務付ける条項が該当される。 

（2）要件 

 次に「要件」（Requirements）は、AD 措置を発動するために検討される項⽬が含まれており、
同じく 5 つの下位項⽬−①損害基準、②国内産業、③因果関係、④賦課基準、⑤計算−で評価さ
れる。①損害基準の場合は、ダンピングの事実を確認するための具体的なルールであり、シン
ガポール・ヨルダン FTA のようにネグリジブル・ダンピング（negligible dumping）基準を 5%
に引き上げたり、ニュージーランド・マレーシア FTA のようにダンピング輸⼊の有無を判断す
る合理的な期間を定めたり、累積評価（cumulative assessment）条項を取り⼊れたりする場合が
該当する。②国内産業は、AD 調査の申請が可能な国内産業の基準−通常、国内⽣産⾼の 50％以
上−を具体的に明⽰することである5。③因果関係の場合は、AD 措置の発動に必要なダンピン
グと損害との因果関係を明確にすることを定める場合である6。④賦課基準の例としては、シン
ガポール・ヨルダン FTA のようにデミニマス（de minimis）基準を通常の 2%から 5%に引き上
げる取り組みが挙げられる。⑤計算は、ダンピング・マージンの計算に関するルールを取り⼊
れる場合であり、ゼロイングを禁⽌する条項などがここに該当する。 

 
3  例えば、EFTA・フィリピン FTA は、政府職権調査を禁⽌している。 
4  EU・カナダ FTA など、EU が締結している⼀部の FTAs でこのような条項が⾒られる。 
5  主に台湾が締結している FTAs で⾒られる。 
6  例えば、EU・中⽶ FTA の第 96 条は、AD 措置の要件として、ダンピングによる損害と他の要因に

よる損害を区別することを求めている。 



 

7 

（3）措置 
 そして「措置」（Measures）は、調査の結果、AD 関税を賦課するときに検討される条項とし
て、①暫定措置、②発動対象、③発動期間、④レッサー・デューティー・ルール、⑤公共の利
益という 5 つの項⽬で評価される。①暫定措置は、WTO で認められている暫定措置の発動可能
性を RTAs でもう⼀度明確に⽰す場合である。②発動対象は、主に複数国間 FTA で⾒られる条
項として、同じ財に対する同時発動を禁⽌する取り組みなどが挙げられる。③発動期間は、
WTO・AD 協定と同じように 5 年以内に限定したり、ニュージーランド・シンガポール FTA の
ように発動期間を 3 年に短縮したりする取り組みである。④レッサー・デューティー・ルールと
は、AD 関税を賦課する際に、損害を除去する⽔準に限定する規定である。⑤公共の利益は、
AD 関税を賦課する際に公共の利益を考慮するように求める条項である7。 

（4）制約 
 「制約」（Restraints）カテゴリーには、①事前協議、②価格約束、③レビュー、④建設的措置
の考慮、⑤AD 制限という下位項⽬で構成され、RTAs 域内において AD 措置を控える努⼒を評
価する。①事前協議（consultation）は、AD 調査を開始する前に、相互に受け⼊れ可能な解決
策を模 索するための協議の場 を設けることを規定す ることである。②価格 約束（ price 
undertaking）は、申し出られた価格約束に妥当な検討を⾏うように求める条項などである。③
レビューは、AD 措置終了後、⼀定期間再調査を禁⽌する規定である。④建設的措置の考慮は、
AD 措置を発動する前に建設的な救済措置（constructive remedies）の適⽤可能性を検討するよ
うに求める規定であり、主に EU が締結している FTAs でよく⾒られる。そして⑤AD 制限は、
基本的に AD 調査や措置を認めながら、AD 調査を開始しないことを努⼒義務として規定してい
る場合である8。 

（5）透明性 
最後に「透明性」（Transparency）カテゴリーは、①情報公開、②証拠提⽰、③公告義務、④

協議体の設置、⑤透明な運⽤という 5 つの項⽬で評価される。①情報公開は、調査当局が暫定措
置や最終決定を⾏う前に、その判断となった根拠などを開⽰することを求める規定である。②
証拠提⽰は、利害関係者から提出された機密情報の保護や⼗分な証拠に基づく調査開始などを
求める条項が該当される。③公告義務とは、AD 措置を発動したり、AD 関連法令を改正したり
する際に、官報などに掲載することを義務付ける規定である。④協議体の設置は、RTAs 域内で
AD 措置を含む貿易救済制度に関して協議・意⾒交換ができる委員会やワーキンググループなど
を域内に設置する取り組みである。最後の⑤透明な運⽤は、EU・⽇本 EPA 第 5.12 条のように、
AD 調査を⾏う際には公正かつ透明性のある態様で実施することを求める条項などである。 

 
7  例えば、EU・韓国 FTA の第 3.10 条に同様の規定が盛り込まれている。 
8  EFTA が、フィリピン、ジョージア、韓国と締結している FTAs で確認できる。 
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= 〈表 1〉= 

2． AD 指数の計算 

 それでは、前項の分析フレームワークに基づき、RTAs で AD 措置の発動を制限する度合いを
定量化する AD 制限指数を算出する。AD 制限指数の開発に当たっては、特許権の保護⽔準を測
定する Ginarte & Park（1997）の特許指数（Index of patent rights）を⼤いに参照した。特許指
数は、特許権の保護⽔準を国レベルで⽐較するため、多様な特許制度を⽐較可能な形で定量化
したものである。Ginarte & Park（1997）は、各国の特許制度を 5 つのカテゴリーで 0 から 1 ま
での範囲で評価し、その合計を特許指数としている。 

 AD 制限指数の算出は、RTAs の AD 規定を 5 つのカテゴリー−（1）調査（Investigation）、
（2 ）要件（ Requirement ）、（3） 措置（ Measure ）、（4）制 約（ Restraint ）、（5 ）透明 性
（Transparency）−に分けて評価し、それぞれのカテゴリーの評価から得られた数値を合計す
ることで⾏われる。〈表 1〉で⾒られるように、これらのカテゴリーはそれぞれ 5 つの下位評価
項⽬で構成されている。各々の下位評価項⽬に対し、RTAs の中に該当する AD 条項が盛り込ま
れている場合は 1 を、それ以外は 0 を付ける。そして 1 をとる評価項⽬の個数を 5 で割ると、そ
れぞれのカテゴリーが 0 から 1 の範囲で評価される。最後に、5 つのカテゴリーの評価から得ら
れた数値を⾮加重合計（unweighted sum）すれば、RTAs の AD 制限指数が算出される。AD 制
限指数は 0 から 5 までの値をとり、数値が⼤きいほど AD 制度の度合いが⾼いことを意味する。
例えば、韓中 FTA の場合に、カテゴリー（1）から（5）までの評価が（1）= 0.6、（2）= 0.6、
（3）= 0、（4）= 0.6、（5）= 0.8 であり、AD 制限指数は 2.6（= 0.6 + 0.6 + 0 + 0.6 + 0.8）と
なる。 

⼀⽅、RTAs の中に AD 規定が全く盛り込まれていなかったり、GATT 第 6 条及び WTO・AD
協定上の権利と義務の維持が確認されたりする場合は、AD 制限指数が 0 となる。事実、RTAs
に AD 条項が存在しても、単に GATT・WTO 協定の権利及び義務を再確認する形態は、RTAs
に AD 規定が不在であることを意味するのである（Teh et al., 2009）。逆に、域内国・地域に対
する AD 措置の発動を原則的に禁⽌する RTAs に対しては、AD 制限指数を最⾼値の 5 と評価す
る。 
 
3． データ 

 本研究では、2020 年 7 ⽉までに WTO に通報された 305 件の発効済み RTAs の条⽂を WTO 
の Regional Trade Agreements Database（http://rtais.wto.org）から⼊⼿し、各々の RTAs にお
ける AD 関連条項を検討した。但し、英⽂条⽂が公開されていない場合は、WTO 事務局がまと
めた事実報告書（Factual Presentation）を確認し、AD 条項の内容を把握した。 
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本研究で検討した RTAs を⾒ると、関税同盟（customs union: CU）、⾃由貿易協定（free trade 
agreement: FTA）、経済統合協定（economic integration agreement: EIA）、部分⾃由化協定
（partial scope agreement: PSA）など、⼤きく 4 つの形態があり、それぞれ⾃由化の範囲と⽔準
が異なることが分かる。WTO 加盟国は、RTA を締結する際に、GATT 第 24 条、サービスの貿
易に関する⼀般協定（GATS）第 5 条、そして授権条項（Enabling Clause）第 4 条に基づいて
WTO に通報しなければならない。上記の RTAs の中で、CU と FTA は GATT 第 24 条に基づい
て通報されたものであり、EIA と PSA はそれぞれ GATS 第 5 条と授権条項第 4 条に基づいて通
報されたものである9。 

〈表 2〉は、本研究で検討した RTAs を形態別にまとめたものである。RTAs は通報規定と⾃
由化の範囲によってその形態が異なることが分かる。WTO に通報された 305 件の発効済み
RTAs のうち、域内で財・サービスの⾃由化を約束する FTA & EIA が 149 件（49%）で最も多
く、続いて域内で財の⾃由化を⽬指す FTA が 111 件（36%）となっている。その⼀⽅で、主に
途上国間で締結される⾃由化の度合いが低い PSA は 26 件（9%）であり、FTA より統合の度合
いが⾼い CU & EIA と CU は 17 件（6%）、そしてサービスの域内⾃由化を約束する EIA は僅か
2 件である。なお、305 件の発効済み RTAs の中でも⽐率の⾼い FTA & EIA 及び FTA（260 件）
のうち、約 90%（233 件）が 2010 年以降に締結されたものである。 

= 〈表 2〉= 
 

Ⅳ．分析結果 
 
1．AD 制限度の状況 

 AD 制限指数を算出する前に、まず 305 件の発効済み RTAs における AD 規定の類型について
確認した〈表 3〉。その結果、RTAs で GATT 第 6 条及び WTO・AD 協定に基づく権利義務につ
いて再確認する類型Ⅱ（WTO-compliance）が 116 件（38%）で最も多く、続いて AD 調査や措
置に関する追加的な条項を取り⼊れる類型Ⅲ（WTO-plus）が 93 件（31%）となった。そして
AD 措置に関する規定が盛り込まれていない類型Ⅰ（No rules）は 73 件（24%）、域内国・地域
に対する AD 措置の発動を禁⽌する類型Ⅳ（Prohibition）は最も少ない 21 件（7%）にとどまっ
た。 

= 〈表 3〉= 

 
9  RTAs の形態と特徴については、岩⽥（2018）を参照されたい。 
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 AD 規定の類型を RTAs の形態別にみると、まず途上国間で限定された⾃由化が⾏われる PSA 
& EIA 及び PSA の場合は、WTO プラスの類型Ⅲが僅か 3 件で、残りの 23 件は全て AD 措置の
発動を認める類型Ⅰ⼜は類型Ⅱである。統合の度合いが⾼い CU & EIA 及び CU は、21 件の
RTAs のうち、5 件が AD 措置の発動を禁⽌している⼀⽅で、AD 条項を取り⼊れている類型Ⅲ
はなく、残りは全て AD 措置の発動を認めている。AD 調査や措置に関する追加的な条項を取り
⼊れる類型Ⅲは、主に FTA & EIA 及び FTA で⾒られていることが分かる。FTA & EIA 及び FTA
として通報されている 260 件の RTAs の状況を詳しくみると、WTO-compliance 型の AD 規定
を採択しているものが 104 件で最も多く、続いて WTO-plus 型が 94 件を占めている⼀⽅、類型
Ⅰと類型Ⅳがそれぞれ 49 件 15 件となっている。 

 以上のように、RTAs で AD 関連条項が盛り込まれる現象は、主に FTA & EIA 及び FTA で⾒
られている。そして近年、域内国・地域に対して AD 措置を禁⽌する FTA & EIA も増加してい
る。〈表 4〉をみると、AD 措置を禁⽌する 21 件の RTAs のうち、14 件が 2000 年以降に締結さ
れた FTA & EIA ⼜は FTA である。また、21 件の類型Ⅳのうち、10 件の RTAs が EFTA 及び
EFTA が締結したものであることが分かる。2020 年 8 ⽉現在、EFTA は世界 40 国・地域と 29
件の FTAs を締結しており、その過程で AD 措置の発動を厳しく制限する政策⽅針を⽰している
のである。なお、EFTA がフィリピン、ジョージア、韓国と締結した RTAs では、AD 調査や措
置を原則的に認めながら、域内国・地域に対する AD 調査の開始を控えるように努⼒しなければ
ならない条項が盛り込まれている10。 

= 〈表 4〉= 

 WTO プラス条項を取り⼊れている 95 件の RTAs を調べると、次のような特徴がみられる〈表
5〉。まず、66 件の RTAs が AD 調査を開始する前に相⼿国に通報することを求める条項を盛り
込んでいる。相⼿国に通報する際に、その期限や⽅法などを具体的に定める場合も少なくない。
例えば、韓国・中国 FTA の第 7.8 条によると、AD 調査を開始する 7 ⽇以内に⽂書で通報するこ
とが義務付けられている。また、事前通報を求める RTAs の多くは、AD 調査を開始する前に相
⼿国と協議し、相互に受け⼊れ可能な解決策を⾒出すことを促している。次に、37 件の RTAs
がレッサー・デューティ・ルールの適⽤を定めている。そして、AD 措置をめぐる透明性を向上
するため、当該問題を議論・検討するワーキンググループが委員会を設置している RTAs も 31
件に及ぶ。 

= 〈表 5〉= 

 
10  例えば、EFTA・フィリピン FTA の第 2.13 条には、次のように定められている。 

“The Parties shall endeavour to refrain from initiating anti-dumping procedures against each 
other.” 
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結局、類型Ⅰと類型Ⅱに属する 189 件の RTAs は、原則的に AD 措置の⾃由な発動を認めてい
るので、AD 制限指数は 0 となる。逆に AD 措置を禁⽌している 21 件の RTAs は、AD 制限指数
が最も⾼い値の 5 となる。そして、WTO プラスの条項が盛り込まれている 95 件の RTAs では、
AD 制限指数が 0 より⼤きく、5 未満の値を持つようになる。算出された AD 制限指数の分布を
みると、類型Ⅲの RTAs のうち、76 件が 1 以下の AD 制限指数を⽰している〈図 1〉。AD 制限
指数が 1.1 以上 2 以下の RTAs は 15 件、2.1 以上 3 以下の RTAs は僅か 4 である。そして 3.1 以
上 4 以下の RTAs は皆無である。このような分析結果は、WTO-plus 型の RTAs でも、6 つ以上
の評価項⽬（AD 関連条項）が盛り込まれているケースは少ないのである。 

= 〈図 1〉= 

 しかし、図 2 に⾒られるように、2000 年代に⼊って RTAs に AD 関連条項を取り⼊れる取り
組みが増加すると共に、AD 制限指数の値も徐々に⼤きくなっている傾向がある。最初の WTO-
plus 型の RTAs は、1977 年 2 ⽉に発効された豪州とパプアニューギニアの通商連携協定
（PATCRA）であり、続いて同じく豪州が南太平洋諸国と締結した南太平洋地域貿易経済協⼒
協定（SPARTECA）が 1981 年 1 ⽉に発効されている。しかし、これらの RTAs には事前通報や
協議義務などの条項が含まれているにすぎず、AD 制限指数も⾮常に⼩さい。以降、2000 年代
半ばに⼊り、⽐較的に⾼い AD 制限指数の RTAs が締結されるようになった。例えば、EU・韓
国 FTA、EU・ウクライナ FTA、韓国・中国 FTA は、AD 制限指数が 2.4 に達している。 

= 〈図 2〉= 
 
2．主要国・地域の状況 

 以降、本研究では、AD 措置発動・被発動状況を考慮し、主要国の AD 制限指数の特徴を⽐較
することで、国や地域による AD 政策の違いを検討したい。下の〈表 6〉は、AD 措置発動・被
発動件数上位 10 カ国・地域の状況と共に、当該国・地域が締結した RTAs の平均 AD 制限指数
をまとめたものである。前述したように、1995 年から 2019 年まで述べ 3,958 件の AD 措置が発
動されており、上位 10 カ国・地域による発動件数が全体の約 75%を占めている。同様に、被発
動件数が多い上位 10 カ国・地域が全体で占める割合は約 65%に上る。現在、発動件数はインド
が最も多く、続いて⽶国、EU、アルゼンチン、ブラジルなどの順となっている。その⼀⽅で、
被発動件数は中国が圧倒的に多く、韓国、台湾、⽶国、⽇本などが上位を占めている。 

 = 〈表 6〉= 

 まず、AD 措置を最も積極的に発動しているインドと世界で最も AD 措置の対象となっている
中国の状況を⽐較してみたい。2020 年 8 ⽉現在、中国は 14 件の RTAs が発効中であり、インド
は 12 件の RTAs を WTO に通報している。インドの場合は、シンガポール、韓国、マレーシア



 

12 

などとの RTAs においてやや⾼い⽔準の AD 制限指数を⾒せているが、8 件の RTAs では AD 制
限指数が 0 となっている。インドの AD 制限指数が⽐較的に⾼い RTAs は、むしろ相⼿国の政策
⽅針が反映された結果であると推察できる。結局、インドの平均 AD 制限指数は 0.3 の低い⽔準
にとどまっている。⼀⽅、中国の場合は、平均 AD 制限指数が 1.1 であり、WTO プラス型の
RTAs を積極的に締結しているように⾒える。しかし、ASEAN をはじめ、チリ、パキスタン、
ジョージアなど、中国が途上国と締結した RTAs の AD 制限指数は⾮常に低く、また⾹港やマカ
オとの RTAs 以外に平均 AD 制限指数が 1 以上の RTAs は 2 件しかない。 

 = 〈図 3〉= 

 次に、従来から AD 措置のヘビーユーザーとして知られている⽶国と EU の状況を確認してお
きたい。⽶国と EU の平均 AD 制限指数は、それぞれ 0.1 と 0.9 であり、RTAs の AD 規定に関
する政策⽅針の違いが明確である。2020 年 8 ⽉現在、⽶国は 20 カ国と 14 の RTAs を発効して
いるが11、NAFTA と⽶国・韓国 FTA を除き、残りの RTAs は全て AD 制限指数が 0 である。
NAFTA 以降、⽶国は⼀貫して RTAs に AD 規定を取り⼊れることを拒んできた。しかし、⽶
国・韓国 FTA を改正する際に韓国政府の要求に応じて初めて AD 関連条項が盛り込まれるよう
になり（宋、2012）、AD 制限指数が 1 となっている。⼀⽅、EU の場合は、類型Ⅰ（No rules）
から類型Ⅳ（Prohibition）まで多様な RTAs を締結しており、類型Ⅲ（WTO-plus）の RTAs も
多数存在する。〈図 3〉を⾒ると、EU による WTO プラス型 RTAs の締結は、CARIFORUM (カ
リブ諸国 15 カ国)と RTAs を発効した 2008 年以降から本格的に展開されていることが分かる。 

 = 〈図 4〉= 

 最後に、AD 措置の被発動件数が多い韓国と⽇本の状況を⾒ると、RTAs の AD 規定に関する
両国の政策⽅針が⼤きく異なっていることは明らかである。韓国と⽇本が締結している RTAs の
平均 AD 制限指数は、それぞれ 1.2 と 0.1 であり、その差は⾮常に⼤きい。韓国の場合は、15 件
の発効済み RTAs のうち、チリ、シンガポール、ASEAN との RTAs を除き、全て 1 以上の AD
制限指数を⾒せている。また韓国の RTAs における AD 制限指数は、増加傾向であることが分か
る。その⼀⽅で、⽇本の RTAs は、インド、環太平洋パートナーシップ協定（CPTTP）、EU な
どとの RTAs を除いて、すべて AD 制限指数が 0 である。韓国が WTO プラス型の RTAs を通じ
て相⼿国・地域による AD 措置の発動を積極的に制限している⼀⽅で、⽇本は RTAs に AD 規定
を取り⼊れることに⾮常に消極的な姿勢を⾒せている。 

 = 〈図 5〉= 

 
11  ⽶国が締結した RTAs については、USTR のホームページ（https://ustr.gov/trade-agreements/fre

e-trade-agreements）を参照されたい。 
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 ⼀⾒、インドや⽶国など、AD 措置の発動件数が多い国・地域の平均 AD 制限措置は⽐較的に
低く、逆に中国や韓国のような被発動国・地域の平均 AD 制限措置は⾼いように⾒える。しかし、
AD 措置の発動・被発動状況と RTAs の AD 制限措置との間に有意味な関係があるとは⾔い難い。
AD 措置の発動件数の多い EU、豪州、カナダなどは平均 AD 制限措置が相対的に⾼い⼀⽅で、
⽇本、タイ、インドネシアのように被発動件数が多いにもかかわらず、平均 AD 制限措置が相対
的に低い例もある。したがって、RTAs で AD 措置の発動を制限する要因については、単に AD
措置の発動及び被発動状況のみならず、より多⾓的な分析が必要であると考えられる。 

 

Ⅴ．おわりに 

 以上、本研究では、WTO に通報された 305 件の RTAs に盛り込まれている AD 規定を検討し
た上で、RTAs で AD 措置の発動を制限する度合いを測る新たな指数を開発し、主要国・地域の
RTAs における AD 制限度を⽐較した。RTAs における AD 措置の制限度を定量化・可視化する
ことにより、各国・地域の AD 措置に対する政策⽅針の違いがより明確になり、今後、RTAs と
AD 措置との関連性をより詳細に分析することができると考えられる。 

 周知のように、近年、RTAs に AD 調査・発動に関する規定を取り⼊れることで、域内におい
て AD 措置を制限しようとする取り組みが増加している。もちろん、多くの RTAs が AD 措置に
関する規定を定めなかったり、単に GATT 及び WTO・AD 規定上の権利義務を再確認したりす
るなど、域内国・地域に対する AD 措置を認めている。しかし、2000 年代以降、AD 制限指数
は増加傾向を⽰しており、RTAs で AD 措置の発動を制限する度合いが徐々に⾼くなっている。 

 ⼀⽅、本研究では、AD 措置の発動・被発動状況と AD 制限指数との関連性についても検討し
たが、明確な結論を得ることはできなかった。RTAs における AD 政策は、国や地域によって⼤
きな違いが⾒られたのである。実際に、積極的に AD 措置を発動する EU と⽶国を⽐較した結
果、EU は WTO プラス型の RTAs を多数締結しているのに対し、⽶国は RTAs に AD 規定を取
り⼊れることに⼀貫して慎重な姿勢を堅持している。同様に、AD 措置の被発動件数が多い韓国
と⽇本の場合でも、政策⽅針の違いは明確であった。 

 RTAs 域内国・地域に対する AD 措置の制限は、市場統合の度合い、共通競争政策の有無、加
盟国の経済発展⽔準、域内貿易規模、域外共通関税の設定有無など、様々な要因によって左右
されると考えられる（Prusa & Teh, 2011）。したがって、国・地域によって RTAs の AD 規定に
関する⽅針が異なり、同⼀国が締結した RTAs でも締結相⼿国・地域によって多様な取り決めが
⾏われているのである。本研究の成果は、今後、RTAs・AD 規定の決定要因を明らかにする際
に活⽤できると考えられる。 
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 他⽅、RTAs の AD 規定により、域内国・地域においては AD 措置をめぐる紛争が減少する⼀
⽅で、域外国・地域に対する AD 措置は増加するいわゆる“protection diversion”が懸念されてい
る（Prusa, 2011; Blonigen & Prusa, 2016）。この問題については Prusa & Teh（2010）や Ahn & 
Shin（2011）によって実証的に検討されている。しかし、これらの既存研究では、RTAs・AD
規定の内容や性格などを考慮せず、単にダミー変数（条項の有無）に基づいて実証分析を⾏っ
ている。今後、本研究で提案された AD 制限指数を⽤いることで、RTAs・AD 条項の差別的運
⽤や貿易効果などについてより精緻な分析が可能になると考えられる。 
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〈表 1〉分析フレームワーク 

カテゴリー 評価項⽬ AD 条項の例 韓中 FTA 

（1）調査 

調査開始 AD 申請、調査開始要件、遅延禁⽌ 0 
事前通報 相⼿国への事前通報 1 
調査期間 調査期間の設定 0 
調査⽅法 AD 調査に関する⽅法・⼿続き 1 
意⾒聴取 公聴会・意⾒聴取機会の提供 1 

（2）要件 

損害基準 累積評価、ネグリジブルの引き上げ 1 
国内産業 国内産業の定義 0 
因果関係 因果関係の評価基準 0 
賦課基準 De minimis 基準の引き上げ 1 

計算 ダンピング・マージン計算、Zeroing 禁⽌ 1 

（3）措置 

暫定措置 暫定措置の発動 0 
賦課対象 域内国・地域に対する同時発動の禁⽌ 0 
賦課期間 課税期間の短縮・明確化 0 

Lesser duty rules レッサー・デューティー・ルールの適⽤ 0 
公共の利益 公共の利益の考慮 0 

（4）制約 

事前協議 調査当局間の協議義務・協議期間 1 
価格約束 価格約束機会の提供 1 
レビュー AD 終了後の再調査・再発動禁⽌ 1 

建設的措置の考慮 AD 以外の救済⽅法・可能性の模索 0 
AD 制限 AD 調査・措置制限の努⼒ 0 

（5）透明性 

情報公開 重要事実の公開 1 
証拠提⽰ 証拠提⽰ 0 
公告義務 公告の義務 0 

協議体の設置 ワーキンググループ・委員会などの設置 1 
透明な運⽤ 公正・透明な制度運⽤ 1 
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〈表 2〉RTAs の形態（N = 305） 

形態 通報規定 ⾃由化 件数 

CU & EIA 
GATT 第 24 条・GATS 第 5 条 財・サービス 3 

授権条項 財・サービス 2 

CU 

GATT 第 24 条 財 7 

GATT 第 24 条・授権条項 財 １ 

授権条項 財 ４ 

FTA & EIA 

GATT 第 24 条・GATS 第 5 条 財・サービス 136 

GATT 第 24 条・GATS 第 5 条・授権条項 財・サービス 8 

GATS 第 5 条・授権条項 財・サービス 5 

FTA 
GATT 第 24 条 財 101 

授権条項 財 10 

EIA GATS 第 5 条 サービス 2 

PSA & EIA GATS 第 5 条・授権条項 財・サービス 1 
PSA 授権条項 財 25 

 
 
 
〈表 3〉RTAs・AD 規定の類型（N = 305） 

RTAs 類型Ⅰ 
（No rules） 

類型Ⅱ 
（WTO-compliance） 

類型Ⅲ 
（WTO-plus） 

類型Ⅳ 
（Prohibition） 

CU & EIA 2（0.7%） 1  （0.3%） - 2（0.7%） 

CU 8（2.6%） 1  （0.3%） - 3（1.0%） 

FTA & EIA 19（6.2%） 48（15.7%）  72（23.6%） 10（3.3%） 

FTA 30（9.8%） 56（18.4%） 20  （6.6%） 5（1.6%） 

EIA 1（0.3%） - - 1（0.3%） 

PSA & EIA 1（0.3%） - - - 

PSA 12（3.9%） 10  （3.3%） 3  （1.0%） - 

合計      73（24%） 116（38%）    95（31%）      21（7%） 
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〈表 4〉類型Ⅳ（AD 禁⽌）の RTAs 

 RTAs RTA 類型 発効⽇(1) AD 条項 

1 European Union (EU) CU & EIA 1958/1/1 91(2) 

2 European Free Trade Association (EFTA) FTA & EIA 1960/5/3 9 

3 Australia - New Zealand Closer Economic 
Relations Trade Agreement FTA & EIA 1983/1/1 4 

4 EU - Andorra(3) CU 1991/7/1 - 

5 European Economic Area EIA 1994/1/1 26 

6 Economic Community of West African States CU 1995/8/23 42 

7 Canada - Chile FTA & EIA 1997/7/5 M-01 

8 EU - San Marino(3) CU 2002/4/1 - 

9 EFTA - Singapore FTA & EIA 2003/1/1 16 

10 China - Hong Kong, China FTA & EIA 2003/6/29 7 

11 China - Macao, China FTA & EIA 2003/10/17 7 

12 Common Economic Zone FTA 2004/5/20 2 

13 EFTA - Chile FTA & EIA 2004/12/1 18 

14 EFTA - Serbia FTA 2010/10/1 18 

15 EFTA - Albania FTA 2010/11/1 17 

16 EFTA - Ukraine FTA & EIA 2012/6/1 2.14 

17 EFTA - Montenegro FTA 2012/9/1 19 

18 EFTA - Hong Kong, China FTA & EIA 2012/10/1 2.12 

19 EFTA - Bosnia and Herzegovina FTA 2015/1/1 20 

20 Eurasian Economic Union CU & EIA 2015/1/1 28.3 

21 Hong Kong, China - Macao, China FTA & EIA 2017/10/27 8 

注：（1）全て物品貿易協定の発効⽇である。 
   （2）The consolidated version of the Treaty of Rome (1992)。 
 （3）AD 措置を明⽰的に禁⽌する条項はない。 
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〈表 5〉RTAs における AD 条項の導⼊状況（n = 95） 

カテゴリー 評価項⽬ 件数 

（1）調査 

調査開始 14 
事前通報 66 
調査期間 12 
調査⽅法 19 
意⾒聴取 20 

（2）要件 

損害基準 11 
国内産業 4 
因果関係 1 
賦課基準 8 

計算 18 

（3）措置 

暫定措置 3 
賦課対象 7 
賦課期間 17 

Lesser duty rules 37 
公共の利益 13 

（4）制約 

事前協議 51 
価格約束 11 
レビュー 18 

建設的措置の考慮 8 
AD 制限 7 

（5）透明性 

情報公開 23 
証拠提⽰ 6 
公告義務 4 

協議体の設置 31 
透明な運⽤ 17 

 
 
 
  



 

20 

〈図 1〉AD 制限指数の分布（N = 305） 

 
 
 
 
 
〈図 2〉WTO-plus RTAs の発効年度と AD 制限指数（n = 95） 
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〈表 6〉AD 発動・被発動状況と平均 AD 制限指数 

発動 被発動 

国・地域 
 

件数（%） 
 

AD 制限指数 
（平均） 

国・地域 
 

件数（%） 
 

AD 制限指数 
（平均） 

インド 706（17.8） 0.3 中国 1033（26.1） 1.1 

⽶国 502（12.7） 0.1 韓国   289（7.3） 1.2 

EU 332（8.4） 0.9 台湾 212（5.4） 0.5 

アルゼンチン 267（6.7） 0.0 ⽶国 191（4.8） 0.1 

ブラジル 266（6.7） 0.0 ⽇本 167（4.2） 0.1 

中国 232（5.9） 1.1 タイ 165（4.2） 0.1 

トルコ 199（5.0） 0.1 インド 145（3.7） 0.3 

豪州 168（4.2） 0.9 インドネシア 141（3.6） 0.0 

カナダ 160（4.0） 0.8 ロシア 130（3.3） 0.7 

南アフリカ 141（3.6） 0.1 ブラジル 111（2.8） 0.0 

注：AD 措置の発動・被発動件数は 1995 年から 2019 年までの合計である。 
出所：WTO（2020a）及び著者計算。 
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〈図 3〉EU の RTAs と AD 制限指数 
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〈図 4〉AD 制限指数の印中⽐較 
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〈図 5〉AD 制限指数の⽇韓⽐較 
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